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１．「番号制度」 
 
 





  

 
番号の種類 適用業務 付番者（数）

人 口（注 3）

(2007年現在)

付番維持 

管理機関 
現行の付番根拠法 

税務目的 

利用開始年 

イ  ギ  リ ス 
国民保険番号 

(9 桁) 

税務(一部)(注 1)、社会保険、年金

等 
非公表 6,089 万人

雇用年金省 

歳入関税庁 
社会保障法 1961 年 

ア メ リ カ 
社会保障番号 

(9 桁) 
税務、社会保険、年金、選挙等

約4億 1,400 万人 

（累計数） 
3 億 407 万人 社会保障庁 社会保障法 1962 年 

社
会
保
障
番
号
を
活
用 カ ナ ダ 

社会保険番号 

(9 桁) 
税務、失業保険、年金等 

約 4,188 万人 

(累計数)  
3,161 万人

人的資源・技能

開発省 
雇用保険法 1967 年 

スウェーデン 
個人識別番号 

（10 桁） 

税務、社会保険、住民登録、 

選挙、兵役、諸統計、教育等 
全住民 918 万人 国税庁 

個人登録に関する 

法律 
1967 年 

デ ン マ ー ク 
住民登録番号 

(10 桁) 

税務、年金、住民登録、 

選挙、兵役、諸統計、教育等 
全住民 543 万人

内務省 

中央個人登録局

個人登録に関する 

法律 
1968 年 

韓 国 
住民登録番号 

(13 桁) 

税務、社会保障、住民登録、選

挙、兵役、諸統計、教育等 
全住民 4,846 万人 行政安全部 住民登録法 1968 年 

ノルウェー 
住民登録番号 

（11 桁） 

税務、社会保険、住民登録、選

挙、兵役、諸統計、教育等 
全住民 468 万人 国税庁登録局 人口登録制度に関する法律 1971 年 

シンガポール 
住民識別番号 

(1 文字＋8桁) 

税務、年金、住民登録、選挙、

兵役、車両登録等 
全住民 459 万人

内務省 

国家登録局 
国家登録法 1995 年 

住
民
登
録
番
号
を
活
用 

オ ラ ン ダ 
市民サービス番号 

（9桁） 
税務、社会保障、住民登録等 全住民 1,636 万人 内務省 市民サービス番号法 2007 年(注 4) 

イ タ リ ア 
納税者番号 

(6文字＋10桁) 

税務、住民登録、選挙、兵役、

許認可等 
約 6,323 万人 5,805 万人 経済財政省 

納税者登録及び納税義務者の

納税番号に関する大統領令 
1977 年 

オーストラリア 
納税者番号 

(9 桁) 
税務、所得保障等 

約 3,099 万人 

（累計数）（注 2）
2,063 万人 国税庁 1988 年度税制改正法 1989 年 

税
務
番
号 

ド イ ツ 
税務識別番号 

（11 桁） 
税務 約 8,100 万人 8,222 万人 連邦中央税務庁 租税通則法 2009 年 

 （参考）フランスには、納税者番号制度はない。 

（注1） イギリスでは、給与源泉徴収や個人非課税貯蓄など一部の税務で国民保険番号が利用されている。 

（注2） オーストラリアでは、個人及び法人に同一体系の納税者番号が適用されている。 

（注3） カナダ及びオーストラリアの人口は、2006 年の値である。 

（注4） オランダでは、もともと 1986 年に税務番号が導入され、1988 年以後は、税務・社会保障番号として、税務・社会保障目的で利用されていた（財務省所管）。 

（2009 年 7 月現在） 
主要国における税務面で利用されている番号制度の概要（未定稿） 
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調書の有無

給与・賃金 ○

報酬等 ○

金融所得

 ・利子 ×

 ・配当 ○

 ・株式譲渡 ○

不動産所得（家賃収入等） ○

不動産の譲渡所得 ○

その他（個人の収入、資産等、
　　　　公的現金給付等）

  ・公的年金等 ○

　・その他公的現金給付
　　（上記公的年金等を除く） × 失業手当・児童手当等の非課税所得は対象外

  ・事業により生じた所得
　　（上記報酬等を除く） × 事業者の売上等は資料情報制度の対象外

  ・国内送金、預金の入出金 ×

  ・海外送金 ○

  ・海外取引（金融） ×

　・金融資産

　　・預貯金口座開設 ×

　　・株式保有 ×

　

ス
ト
ッ
ク

特定口座年間取引報告書、株式等の譲渡の対価等の支払調書（１回の譲渡対価の額30万円超）

不動産使用料等の支払調書（賃借人等が法人・不動産業者である個人の場合のみ。年間支払額15万円超）

国内の金融機関を経由して支払を受けない配当や株式譲渡対価は資料情報制度の対象外

国外送金等調書（金融機関を経由する送受金で１回あたり100万円超のもの）

不動産等の譲受対価の支払調書(譲受人が法人・不動産業者である個人の場合のみ。年間支払額100万円超)

公的年金等の源泉徴収票（年間支払額60万円超）

備　　　　　考

利子等の支払調書（個人が支払を受ける利子は源泉分離課税のため提出不要）

配当等の支払調書（非上場株式等に係る少額のものを除く）

給与所得の源泉徴収票（年間支払額500万円超）

報酬･料金･契約金及び賞金(報酬等)の支払調書(源泉徴収の対象として法令上明記されている業種等のみ)

フ
 
 
ロ
 
 
ー

我が国における資料情報（法定調書）制度の概要
（個人に対して支払うもの）

未 定 稿

（注）　１．「法定調書」とは、取引の相手方がその取引の内容等を記載した資料を税務当局に提出することを義務付けている資料をいう。
　　　　２．上記法定調書の有無は、主なものについて記載しており、一定の提出省略範囲等がある。
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２．税務手続 



租税罰則の見直しについて� l 

0租税に関する罰則の法定刑については、昭和� 56年に現行の水準まで引き上げられたが、それ以降見直されていない。� 

Oしかしながら、大口、悪質な脱税事件が依然として多数発生している(年間告発件数� 150'"'-'200件、� l件当たり脱税額� l

億� 5千万円程度)。最近では、大口の無申告事案、源泉所得税の不納付事案、消費税の不正還付事案が増加している。� 

0他方、他の主要な経済犯(例えば、金融商品取引法、貸金業法、特許法、破産法等)をみても、近年、法定刑の引上げ

が行われているところであり、租税罰則の法定刑との需離が生じている。� 

0上記を踏まえれば、経済社会状況の変化に対応し、一般予防効果が十分に確保できるよう、租税罰則の見直しが必要では

ないか。

現行の主な犯罪類型(主な法定刑) 対応の方向性(案)� 

0脱税犯

(5年以下の懲役若しくは� 500万円(情状により

脱税額)以下の罰金文は併科)� 

0単純無申告罪(申告書不提出)

( 1年以下の懲役文は� 20万円以下の罰金)

-懲役刑の引上げ・罰金刑の引上げ 

(詐欺罪との類似性、他の経済犯の法定刑とのバランス等を考慮、)

-脱税の故意をもって申告を行わず、脱税の結果を発生させた罪(無申告脱税犯)の創設 

(脱税犯と単純無申告犯との法定刑のバランスを考慮、) 

0源泉所得税不納付罪

(3年以下の懲役若しくは� 100万円(情状により

脱税額)以下の罰金文は併科)� 

-懲役刑の引上げ・罰金刑の引上げ 

(業務上横領罪との類似性、他の経済犯の法定刑とのバランス等を考慮)

0不正還付の未遂

(自己名義によるものは不処罰、他人名義によ

るものは詐欺未遂罪として処罰)

-不正還付の未遂(又は不正な還付請求行為)を処罰する規定の創設

(詐欺未遂罪とのバランス等を考慮)
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